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県有施設の見直しに係る整理について 

 

緊急財政対策で掲げた「県有施設の見直しの方向性」を基本とした取組を

平成30年度で終了したが、平成31年第１回定例会において、「「今後も見直

しを継続する施設」に整理した６施設・15機関については、３年以内に方向

性を決定し、その結果を所管常任委員会に報告する」こととした。 

この度、その設定した期限を迎えるため、既に報告済みの３施設を除く、

３施設・15機関についての見直し状況について整理を行ったので報告する。 

 

１ 整理の概要 

(1) 対象 

   県民利用施設：３施設 

   出 先 機 関：15機関 

(2) 整理結果 

   見直しの方向性を「現行運営の継続」に変更する。 

＊ 対象施設・機関は「別紙」参照 

 

２  今後の対応 

・ 現行運営を継続し、適正な運営に努めていくとともに、社会環境の変

化等に応じて、効果的・効率的な運営が行われるよう、不断の見直し等

を実施していく。 

・ また、移譲等、県民生活に影響のある大きな見直しを行う場合は、改

めて所管常任委員会に報告する。 
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県有施設の見直しに係る整理結果の一覧 

 

１ 県民利用施設 

【見直しの方向性を「現行運営の継続」に変更】 

※移譲について検討を継続する施設を含む 

 
所管局 

施設名 

（所在市町村） 

平成 30年度に整理した 

見直しの方向性 
備考 

１ 

国際文

化観光

局 

ユーシンロッジ 

（山北町） 

＊ 現在休業中 

※移譲について検

討を継続する施設 

民間への移譲について検

討 

施設への進入路である林道について復

旧の見込みが立たないことや、新型コロ

ナウイルス感染症の影響等により、関係

者との調整を中断している。 

 今後、時宜を捉えて調整を再開し、今

後のあり方について検討していく。 

２ 

津久井湖観光セン

ター 

（相模原市） 

※移譲について検

討を継続する施設 

民間（市）への移譲につ

いて検討 

施設が老朽化していることから、民間

（市）への移譲後に活用するには再整備

が必要であり、活用の方向性とともに費

用負担や役割分担等について、引き続き

関係者と調整していく。 

３ 
健康医

療局 

煤ケ谷診療所 

（清川村） 

村等への移譲について検

討 

本診療所は、村唯一の医療機関であ

り、地域医療を支える重要な施設であ

る。 

村では、診療所経営のノウハウがない

ことや、医師の確保が困難であること等

の理由から、引き続き県での運営を強く

望んでいる。 

また、指定管理についても検討した

が、老朽化が進む施設面の課題や経営面

の課題から、導入には更なる調整が必要

であることが判明した。 

そのため、現行運営を継続していく。 

 

２ 出先機関 

【見直しの方向性を「現行運営の継続」に変更】 
  

所管局 
施設名 

（所在市町村） 

平成 30年度に整理した 

見直しの方向性 
備考 

１ 

～ 

４ 

政策局 

地域県政総合セン

ター 

（４機関） 

［行政機関］ 

（ 横 須 賀 市 ､ 厚 木

市、平塚市、小田

原市） 

市町村支援や地域振興、

地域の防災拠点としての

役割、環境・農政の機関

等との業務のあり方を含

めて、市町村の意見も踏

まえつつ、地域県政総合

センターのあり方につい

て検討 

大規模災害等発生時における現地対策

本部としての役割を通じ、現地災害情報

の把握や市町村の支援ニーズの把握な

ど、各地域における対応拠点としての機

能の重要性が再確認されたことも踏ま

え、当面、現行運営を継続していく。 

ただし、県・市町村の役割分担等を踏

まえた検討を引き続き行っていく。 

別紙 
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５ 
環境農

政局 

環境科学センター 

（平塚市） 

地域県政総合センターの

検討と併せて、あり方を

検討 

地域県政総合センターの検討結果と同

様に、当該機関についても、当面、現行

運営を継続していく。 

ただし、県・市町村の役割分担等を踏

まえた検討を引き続き行っていく。 

６ 
環境農

政局 

自然環境保全セン

ター

（厚木市） 

７ 
環境農

政局 

横浜川崎地区農政

事務所 

［行政機関］ 

（横浜市） 

８ 
環境農

政局 

農業技術センター 

（４支所） 

（平塚市） 

９ 総務局 
給与事務センター 

（横浜市） 

学校事務センターと再

編・統合 
知事部局と教育委員会の制度運用の簡

素化・統一化を進めてきたが、職種の違

いによる合理的な差異が再確認されたた

め、当面、現行運営を継続していく。 10 教育局 
学校事務センター 

（横浜市） 

給与事務センターと再

編・統合 

11 

～ 

14 

健康医

療局 

保健福祉事務所 

（４機関５支所） 

［行政機関］ 

【法令必置】 

（平塚市ほか） 

寒川町域の福祉事務所機

能の業務運営のあり方を

検討 

茅ヶ崎市への寒川町域の福祉事務所業

務の委託に向け市・町と協議を進めてき

たが、委託化は困難となっていることか

ら、当面、現行運営を継続しながら、引

き続き寒川町域への保健・福祉サービス

の提供方法について協議・検討してい

く。 

15 
産業労

働局 

かながわ労働セン

ター

（３支所） 

［行政機関］ 

（横浜市） 

当面、現行の組織体制を

維持し、今後、ハローワ

ークのあり方を見据えた

中で組織のあり方を検討 

平成 28 年施行の法改正により、「地

方版ハローワーク」の設置が可能となっ

たが、引き続き、地方は一部事業を行え

ないなどの課題が残っている。 

国に対し改善要望を行ってきたが、現

状、課題解決の見通しが立たない状況で

あるため、引き続き要望を行い、課題解

決の見通しが立った時点で、組織のあり

方を検討していく。 

〇 参考（見直しの内容を決定し、所管常任委員会に報告済みの施設） 

所管局 
施設名 

（所在市町村） 
見直しの内容 備考 

１ 
環境農

政局 

二町谷地区北公園 

（三浦市） 
市へ管理権限を移譲 

令和２年第１回定例会環境農政常任委員

会に報告済み 

２ 

福祉子

どもみ

らい局 

さがみ緑風園 

（相模原市） 

令和５年４月から指定管

理者制度を導入 

令和３年第２回定例会厚生常任委員会に

報告済み 

３ 
県土整

備局 

湘南港 

（藤沢市） 
利用料金制の導入 

令和３年第３回定例会建設・企業常任委

員会に報告済み 
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